
Business Labor Trend 2011.7

50

　

国
家
公
務
員
の
給
与
削
減
を
盛
り
込
む

「
国
家
公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
案
」（
国
公
給
与
特
例
法
案
）
と
、
国

家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の
拡
大
な
ど
が
盛

り
込
ま
れ
た
「
国
家
公
務
員
制
度
改
革
関
連

四
法
案
」（
国
公
制
度
改
革
四
法
案
）
が
六
月

三
日
、
同
時
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提

出
さ
れ
た
。
国
公
給
与
特
例
法
案
は
、
東
日

本
大
震
災
の
発
生
で
政
府
の
財
政
状
況
が
厳

し
く
な
る
な
か
、
公
務
員
の
人
件
費
を
削
減

す
る
こ
と
で
歳
出
削
減
に
つ
な
げ
る
の
が
目

的
。
四
法
案
が
同
時
に
国
会
提
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
、
連
合
の
公
務
労
組
部
門

が
「
給
与
削
減
を
受
け
入
れ
る
に
は
労
働
基

本
権
を
確
立
す
る
た
め
の
関
係
法
案
の
国
会

提
出
が
前
提
だ
」
な
ど
と
強
く
主
張
し
た
た

め
。
四
法
案
が
成
立
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
交

渉
権
ま
で
し
か
持
た
な
か
っ
た
国
家
公
務
員

の
労
働
組
合
に
、
協
約
締
結
権
も
付
与
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

◇　
　
　
　

◇　
　
　
　

◇

　

国
公
給
与
特
例
法
案
と
、
国
公
制
度
改
革

四
法
案
の
国
会
提
出
に
関
す
る
政
府
と
労
働

側
の
直
接
の
協
議
は
、
五
月
に
入
っ
て
か
ら

始
ま
り
、
一
カ
月
た
た
ず
に
政
府
と
連
合
の

公
務
労
組
部
門
が
合
意
に
達
し
、
法
案
が
閣

議
決
定
・
国
会
提
出
さ
れ
る
と
い
う
ス
ピ
ー

ド
決
着
と
な
っ
た
。
政
府
と
全
労
連
側
と
の

協
議
は
最
後
ま
で
折
り
合
わ
ず
、
決
裂
し
た
。

　

国
家
公
務
員
の
給
与
削
減
に
つ
い
て
は
、

片
山
善
博
総
務
大
臣
が
昨
年
か
ら
実
施
の
方

針
を
表
明
し
て
い
た
が
、
三
月
に
東
日
本
大

震
災
が
発
生
。
復
興
の
た
め
の
財
源
捻
出
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
か
で
、
政
府
側

は
「
今
般
の
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
処
を
考

え
れ
ば
、
さ
ら
な
る
歳
出
削
減
は
不
可
欠
と

な
っ
て
お
り
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
に
つ

い
て
も
例
外
で
は
な
い
」
と
し
て
、
五
月
一

三
日
に
連
合
の
公
務
労
組
連
絡
会
な
ど
に
対

し
、国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
「
俸
給
・

ボ
ー
ナ
ス
支
給
額
の
一
割
を
カ
ッ
ト
す
る
」

と
い
う
具
体
案
を
提
案
し
た
。

当
初
は
一
律
カ
ッ
ト
の
提
案

　

連
合
の
公
務
労
組
連
絡
会
は
、
政
府
側
と

の
協
議
の
な
か
で
、
給
与
引
き
下
げ
を
実
施

す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
自
律
的
労
使
関
係
制

度
」（
次
頁
で
内
容
詳
述
）
や
労
働
基
本
権
を

確
立
す
る
た
め
の
関
係
法
案
の
国
会
提
出
が

前
提
だ
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
給
与
に
つ

い
て
、
若
年
層
は
給
与
の
絶
対
額
が
低
い
こ

と
か
ら
公
務
員
一
律
に
一
割
カ
ッ
ト
す
る
と

い
う
内
容
に
難
色
を
示
し
た
。

　

こ
れ
を
う
け
政
府
側
は
、
給
与
に
つ
い
て

は
一
律
カ
ッ
ト
の
内
容
を
撤
回
し
、
職
務
の

レ
ベ
ル
に
応
じ
て
減
額
率
に
傾
斜
を
つ
け
る

内
容
を
新
た
に
提
示
。
労
働
基
本
権
に
つ
い

て
は
、
労
働
側
に
対
し
、
四
月
五
日
に
閣
議

決
定
し
た
国
公
制
度
改
革
基
本
法
等
に
基
づ

く
「
全
体
像
」
を
も
と
に
し
た
国
公
制
度
改

革
四
法
案
を
作
成
し
て
提
示
し
た
。

　

片
山
大
臣
は
連
合
側
と
の
協
議
の
場
で

「
自
律
的
労
使
関
係
制
度
の
導
入
に
か
か
る

法
案
は
、
同
時
に
国
会
に
提
出
し
た
い
と
考

え
て
い
る
」「
政
府
と
し
て
は
、
両
法
案
（
国

公
給
与
特
例
法
案
と
国
公
制
度
改
革
四
法

案
）
と
も
提
出
だ
け
で
は
な
く
、
今
国
会
で

同
時
に
成
立
で
き
る
よ
う
に
努
力
を
尽
く
し

て
い
く
」
と
述
べ
、
連
合
側
の
要
望
に
応
え

て
い
く
意
思
を
表
明
。
さ
ら
に
「
二
つ
の
法

案
が
泣
き
別
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
中
野

寛
成
公
務
員
制
度
改
革
担
当
大
臣
と
と
も
に

努
力
し
て
い
き
た
い
」
と
応
え
た
。

　

こ
れ
ら
の
回
答
を
引
き
出
し
た
こ
と
で
、

連
合
側
は
五
月
二
三
日
、
政
府
側
の
提
案
を

受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
定
。
政
府
側
は
両
法

案
を
六
月
三
日
の
閣
議
で
決
定
し
、
同
日
、

国
会
に
提
出
し
た
。

二
〇
一
三
年
度
末
ま
で
の
時
限
措
置

　

国
公
給
与
特
例
法
案
で
は
、
国
会
公
務
員

の
俸
給
に
つ
い
て
、
本
省
の
課
長
・
室
長
相

当
以
上
は
一
〇
％
、
本
省
の
課
長
補
佐
・
係

長
相
当
は
八
％
、
係
員
は
五
％
そ
れ
ぞ
れ

カ
ッ
ト
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ボ
ー
ナ

ス
に
あ
た
る
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
で
は
、

一
律
に
一
〇
％
カ
ッ
ト
す
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
二
〇
一
三
年

度
末
（
二
〇
一
四
年
三
月
末
）
ま
で
の
時
限

措
置
と
し
た
。
政
府
側
の
内
山
晃
総
務
大
臣

政
務
官
は
連
合
側
と
の
協
議
の
な
か
で
「
特

例
法
が
失
効
す
れ
ば
削
減
措
置
は
な
く
な
る
。

平
成
二
六
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
労
使
交
渉

で
決
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
々
の
状
況

で
決
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
再
度
の
引

き
下
げ
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
」
と
述

べ
た
。

　

国
公
給
与
特
例
法
案
で
は
、
減
額
が
開
始

さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
「
公
布
の
日
の
属
す

る
月
の
翌
々
月
の
初
日
か
ら
」
と
し
て
い
る
。

人
事
院
勧
告
を
経
な
い
の
は
「
極
め

て
異
例
」

　

国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
現
在
、

国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
協
約
締
結
権
が

な
い
な
ど
労
働
基
本
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
代
償
措
置
と
し
て
、
人
事

院
が
国
会
・
内
閣
に
対
し
て
給
与
に
関
す
る

報
告
・
勧
告
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
毎

年
の
給
与
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
よ

う
に
、
国
公
法
に
よ
る
手
続
き
を
経
ず
に
国

家
公
務
員
の
給
与
の
減
額
措
置
が
行
わ
れ
る

の
は
「
極
め
て
異
例
の
措
置
」（
六
月
三
日
付

の
菅
直
人
首
相
の
談
話
）
だ
。

　

人
事
院
総
裁
か
ら
は
三
日
付
で
、「
一
部
の

職
員
団
体
と
の
間
で
合
意
に
至
っ
た
も
の
の
、

反
対
を
表
明
し
て
い
る
職
員
団
体
が
あ
る
ほ

か
、
職
員
団
体
に
属
し
て
い
な
い
職
員
も
多

数
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
給
与

減
額
支
給
措
置
に
つ
い
て
は
遺
憾
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
」
と
の
談
話
が
出
さ
れ
て
い
る
。

幹
部
候
補
者
を
人
材
プ
ー
ル
に
登
録

　

一
方
、
国
公
制
度
改
革
四
法
案
は
、「
国
家

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

（
国
公
法
改
正
案
）、「
国
家
公
務
員
の
労
働

関
係
に
関
す
る
法
律
案
」（
国
公
労
働
関
係
法

案
）、「
公
務
員
庁
設
置
法
案
」（
公
務
員
庁
法

ト
ピ
ッ
ク
ス

国
家
公
務
員

3

公
務
員
制
度
改
革
４
法
案
と
給
与
削
減
法
案
を
同
時
に
国
会
提
出
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案
）
と
、
上
記
の
三
法
案
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
規
定
を
整
備
す
る
た
め
の
法
案
の

四
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
四
法
案
が
実
現
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
国
家
公
務
員
制
度
改
革
の
柱
は
、
①

幹
部
人
事
の
一
元
管
理
と
人
事
制
度
の
改
革

②
退
職
管
理
の
一
層
の
適
正
化
③
自
律
的
労

使
関
係
制
度
の
設
置
―
―
の
三
つ
に
大
別
さ

れ
る
。

　

幹
部
人
事
の
一
元
管
理
で
は
、
幹
部
の
任

命
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
従
来
と
大
き
く
異

な
る
。
ま
ず
、
幹
部
候
補
と
な
る
公
務
員
を
、

現
職
の
幹
部
や
各
府
省
の
大
臣
が
推
薦
す
る
。

こ
こ
で
言
う
幹
部
と
は
、
本
省
の
部
長
以
上

で
、
事
務
次
官
も
局
長
も
部
長
も
同
一
の
職

制
と
み
な
さ
れ
る
。

　

公
募
に
応
募
し
た
人
も
含
め
て
こ
れ
ら
の

人
た
ち
を
、
首
相
か
ら
権
限
を
委
任
さ
れ
た

官
房
長
官
が
適
格
性
審
査
（
標
準
職
務
遂
行

能
力
の
有
無
を
判
定
）
す
る
。
審
査
に
合
格

し
た
人
が
、「
幹
部
候
補
者
名
簿
」
に
登
録
さ

れ
る
。

　

幹
部
の
任
命
権
者
で
あ
る
各
府
省
の
大
臣

は
、
首
相
と
官
房
長
官
と
の
協
議
を
経
た
う

え
で
、
こ
の
名
簿
に
あ
る
幹
部
候
補
者
の
な

か
か
ら
幹
部
職
員
を
任
命
す
る
。
名
簿
は
省

ご
と
に
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
全

省
庁
の
幹
部
候
補
人
材
が
プ
ー
ル
さ
れ
て
い

る
の
で
、
他
省
の
候
補
者
が
任
命
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
Ｄ
省
の
審
議
官

が
Ａ
省
の
局
長
に
就
く
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
、
内
閣
の
重
要
政
策
を
実
現
す
る
た

め
に
、
内
閣
側
が
あ
る
幹
部
ポ
ス
ト
へ
の
人

材
の
選
定
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
内
閣
は

そ
の
幹
部
ポ
ス
ト
の
府
省
の
大
臣
と
協
議
を

し
た
う
え
で
、
任
命
を
求
め
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。

　

退
職
管
理
の
一
層
の
適
正
化
で
は
、
退
職

職
員
の
再
就
職
に
あ
た
っ
て
の
監
視
機
能
を

強
化
す
る
た
め
、
内
閣
府
の
再
就
職
等
監
視

委
員
会
を
廃
止
す
る
。
か
わ
り
に
、
中
立
公

正
の
第
三
者
機
関
と
し
て
人
事
公
正
委
員
会

の
も
と
に
「
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
委
員

会
」
を
設
置
。
再
就
職
に
か
か
る
規
制
違
反

行
為
の
調
査
な
ど
の
従
来
の
機
能
に
加
え
、

違
反
行
為
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
任
命
権
者

で
あ
る
大
臣
に
対
す
る
規
制
遵
守
の
た
め
の

指
導
・
助
言
を
行
う
権
限
を
付
与
す
る
。

非
現
業
に
協
約
締
結
権
を
付
与

　

国
公
労
働
関
係
法
案
に
は
、
労
使
が
自
律

的
に
労
働
条
件
を
決
定
で
き
る
仕
組
み
で
あ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
自
律
的
労
使
関
係
制
度
」

を
具
体
化
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

（
図
）。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
警
察
・
海
上
保
安
庁
職

員
な
ど
を
除
く
非
現
業
職
の
国
家
公
務
員
で

つ
く
る
労
働
組
合
は
、
職
員
の
俸
給
そ
の
他

の
給
与
（
賃
金
）
や
勤
務
時
間
、
休
憩
、
休

日
・
休
暇
な
ど
に
つ
い
て
、
当
局
（
新
た
に

設
置
さ
れ
る
公
務
員
庁
と
各
府
省
）
と
団
体

交
渉
し
、
団
体
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
労
働
組
合
は
、
組
合
員
の
過

半
数
が
団
結
権
を
有
す
る
職
員
で
あ
る
こ
と

な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
、
団
体

交
渉
を
行
う
認
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

団
体
交
渉
で
労
使
間
に
紛
争
が
生
じ
た
時

は
、
中
央
労
働
委
員
会
が
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、

仲
裁
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

公
務
員
庁
と
各
府
省
が
団
体
交
渉
に
応
じ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
人
事
院
、
人
事
院

勧
告
は
廃
止
さ
れ
る
。

連
合
、
歴
史
の
扉
開
く
と
評
価

　

現
在
の
公
務
員
の
団
結
権
、
団
体
交
渉
権
、

争
議
権
の
い
わ
ゆ
る
労
働
基
本
権
（
労
働
三

権
）
で
は
、
国
家
公
務
員
の
非
現
業
職
員
の

場
合
、
団
結
権
は
付
与
さ
れ
て
お
り
、
団
体

交
渉
も
可
能
で
あ
る
が
、
協
約
を
締
結
す
る

権
利
を
持
た
な
い
。
争
議
権
も
付
与
さ
れ
て

い
な
い
。
警
察
職
員
な
ど
は
現
行
制
度
で
も
、

団
結
権
も
持
た
な
い
。

　

連
合
の
公
務
労
協
は
三
日
に
発
表
し
た
見

解
で
「
公
務
員
労
働
者
の
基
本
権
と
自
律
的

労
使
関
係
の
確
立
に
向
け
、
新
た
な
扉
を
開

く
も
の
と
し
て
計
り
知
れ
な
い
歴
史
的
意
義

を
持
つ
」
と
評
価
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、

南
雲
弘
行
・
連
合
事
務
局
長
の
談
話
で
、
交

渉
事
項
の
範
囲
の
曖
昧
さ
な
ど
を
今
後
の
課

題
と
し
て
あ
げ
た
。
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る
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図　自律的労使関係制度の措置（団体交渉、団体協約等に関する制度の確立）

認証された労働組合

・認証された労働組合、組合員である職員等から、当局が不当労働行為（職員に対する不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入・経費援助等）
の禁止義務に違反した旨の申立てを受けたときは、調査・審問を行い、認定した事実に基づき救済命令等を発することができる。

・団体協約締結可能事項について、権限ある当局と認証された労働組合の間に紛争が発生したときは、あっせん、調停又は仲裁が可能。

（ 団体交渉の場等において労使間で
紛争等が生じた場合）

認証に関する事務を実施

当局

・人事院勧告制度及び
人事院を廃止

【団体協約事項】

①職員の俸給その他の給与、勤務時間、休憩、休日
及び休暇に関する事項

②職員の昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒の
基準に関する事項

③職員の保健、安全保持及び災害補償に関する事項
④上記①～③のほか、職員の勤務条件に関する事項
⑤団体交渉の手続等の労使関係に関する事項

※ 国の事務の管理及び運営に関する事項（人事権の行使、
予算、政策等）は、団体交渉の対象とすることができない。

※ 団体交渉の議事の概要及び団体協約の内容を公表。
※ 団体協約の内容を反映した法律案の国会提出、政省令
の改廃等を義務付け。

公務員庁

・政府全体で統一的に定める俸給
月額、手当の額、一週間当たり
の勤務時間等について団体交渉
を実施。

各府省

・各府省ごとに定める勤務時間
の割振り等について団体交渉
を実施。

団体交渉、団体協約の締結

中央労働委員会

【労働組合の認証制度】

以下の要件を満たす労働組合（※）を認証し、
団体協約の締結、不当労働行為救済申立て、
あっせん・調停・仲裁手続への参加、組合員で
ある職員の在籍専従・短期従事を可能とする。

・規約が法律所定の要件を満たすこと、

・組合員の過半数が団結権を有する職員であ
ること 等

※ 一般職の国家公務員である職員が主体となっ
て自主的にその勤務条件の維持改善を図ること
を目的として組織する団体又はその連合体。

※ 事務次官、外局の長官及び局長等は、労働組
合を結成し、又はこれに加入することができない。

○ 労使が職員の勤務条件について真摯に向き合い、当事者意識を高め、自律的に勤務条件を決定し得る仕組みに変革。
○ 時代の変化に対応し、主体的に人事・給与制度の改革に取り組むことにより、職員の意欲と能力を高め有為な人材を確保・活用。
○ 職員の側も、勤務条件の決定プロセスに参画し、相応の責任を負い、自らの働きぶりに対する国民の理解の下に、勤務条件を決定。
○ これらにより、新たな政策課題に迅速かつ果断に対応し、効率的で質の高い行政サービスの実現を図る。




